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研究成果の概要（和文）：　本研究は、「コミュニティによる共有資源管理」という観点から、民俗芸能・民間伝承、
コミュニティアートなどを包括的に「コミュニティの文化的共有資源」と捉え、それをコミュニティの人々自身が持続
的にマネジメントし、コミュニティの持続可能性のための資源として活かすための条件を、実践的な見地から明らかに
することを目的としていた。その結果、文化的共有資源の持続可能性のためには、ローカルなコミュニティと、（ロー
カルなコミュニティに対する）外部のコミュニティが、文化的共有資源を媒介として協働することの必要性が明らかに
なった。

研究成果の概要（英文）：This research focused on Japanese folk performing arts and community arts as 
“cultural common-pool resources” from the viewpoint of a community's management of these resources. We 
examined how a local community manages their cultural common-pool resources and utilizes performing and 
community arts as resources for sustaining the community. It was found that collaboration between local 
(in-group) and urban (out-group) communities mediated by the cultural common-pool resources is essential 
for the sustainability of such resources.

研究分野： グループ・ダイナミックス（集団力学）

キーワード： 文化的共有資源
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１．研究開始当初の背景 
 近年、コミュニティの持続可能性が社会的
な課題となっている。例えば、山下(2012)は、
いわゆる「限界集落」の底力に注目しながら
も、将来的な持続可能性については予断を許
さないことを指摘している。起源をたどれば、
コミュニティは、森林・漁場・牧草地・水資
源といった、地域の共有資源(common-pool 
resources)を管理するためのユニットでもあ
った。学問的にも、コミュニティによる共有
資源管理は、いまや社会科学全般の共通する
重要概念となっていると言える。 
 一方、アートとコミュニティの関係につい
ては、主にコミュニティアートの研究として
行われ、文化政策学の一部としてのアートマ
ネジメント研究がそれを担ってきた。さらに、
東日本大震災を契機として、コミュニティに
よって支えられてきた民俗芸能・民間伝承が、
逆にコミュニティの人々を勇気づける（エン
パワーする）ものでもあることが、改めて印
象づけられた。しかし、ここで述べた、「コ
ミュニティによる共有資源管理」や「コミュ
ニティアート」や「民俗芸能」といった概念
は、従来、ほぼ別々のものとして独立に研究
がなされてきた。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、「コミュニティによる共有資
源管理」という観点から、民俗芸能・民間伝
承、コミュニティアートなどを包括的に「コ
ミュニティの文化的共有資源」と捉え、それ
をコミュニティの人々自身が持続的にマネ
ジメントし、コミュニティの持続可能性のた
めの資源として活かすための条件を、実践的
な見地から明らかにすることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
申請者らが過去に行ったアートプロジェ

クトに関する理論的検討と、新たに企画した
実践的活動を平行して行った。また、海外の
事例の分析については、主に研究分担者が担
当した。具体的には、タイを研究対象地とし、
首都バンコクにおいて社会的不利地域を中
心としたフィールドワークを４回（それぞれ
２週間程度）実施した。 
 
４．研究成果 
（研究１：国内の実践に関する理論的研究） 
国内の実践に関する理論的研究として、

2010 年に行われた現代音楽の楽曲の演奏を
中心とするアートプロジェクトを題材とし、
アートを実践するコミュニティを取り巻く
社会の変容に関する分析を行った。 

2010 年 10 月に大阪で行われた、「1000 人
で音楽をする日。」と題されたこのアートプ
ロジェクトは、文字通り、1000 人で音楽を
することを企図したプロジェクトで、そこで
採り上げられた楽曲は、フィリピンの作曲家
で あ る ホ セ ・ マ セ ダ (Jocé Maceda, 
1917-2004)が 1975 年に発表した『Udlot- 

Udlot』（ウドロ・ウドロ）という作品であっ
た。この楽曲は、「30 人から数千人にいたる
演奏者のための音楽」として作られた 40 分
の楽曲で、音楽の専門的な訓練を受けていな
い人々による演奏が想定されている。 
本研究で、1991 年と 2010 年の 2 回の演奏

会に注目した主な理由は、『Udlot-Udlot』と
いう楽曲（の演奏という行為）が、いわば「物
差し」となって、約 20 年の時代を隔てた 2
つの社会の比較が可能となるからである。こ
の楽曲が、「物差し」たり得る理由は次の通
りである。 
第一に、この 2 回の演奏は、同じ楽譜に基

づいて行われ、また、楽譜や作曲者の意図に
沿った演奏が目指された点で共通していた。
従って、楽曲そのものは変化しておらず、こ
の 2 つの演奏会の違いは、参加した人々（参
加者集団）の違いを、ある程度、反映してい
ると見なすことができる。 
第二に、『Udlot-Udlot』の演奏は、音楽の

専門家ではない、多数の一般の人々が参加す
ることによって成り立つ。1991 年の演奏に
は約 800 人が、2010 年の演奏には約 500 人
が参加した。一般の人々にとって、現代音楽
を自ら演奏することは、非日常的な活動であ
り、個人の好みや、楽曲そのものの「はやり・
すたれ」の影響を受けにくいと言える。従っ
て、参加者は、それぞれの時代（1991 年と
2010 年）の日本社会を生きる人々、という
集団から採られた、いわばサンプルのような
ものだと見なすことができる。数百人という
規模なので、集団全体の傾向を捉えれば、い
わゆる個人差は、ほぼ無視することができる。 
以上の 2 つの理由から、『Udlot-Udlot』が

演奏された、1991 年と 2010 年の 2 回の演奏
会の違いは、各演奏会に参加した人々（参加
者集団）の違いを反映しており、また、その
集団の違いは、2 つの時代の社会の違いを、
ある程度、反映していると見なすことができ
る。つまり、『Udlot-Udlot』の 2 回の演奏会
の比較を通じて、1991 年と 2010 年という、
2 つの時代の社会を比較することが可能とな
る。 
事例を検討した結果、1991 年 5 月に京都

で行われた演奏会と、2010 年 10 月に大阪で
行われた演奏会には、次のような違いがある
ことが示唆された。すなわち、1991 年の演
奏会では、作品の持つ意味や正統性が強調さ
れ、またそれを強調することが参加者に対し
てポジティブに受けとめられていたと思わ
れるのに対して、2010 年の演奏会では、そ
れらが、ほぼ成り立たない状況にあった。 

1991 年 5 月の演奏会では、作品や演奏会
が持つ意味や正統性が明確に提示されてい
た。とりわけ象徴的だったのは、作曲者のマ
セダ自身が演奏を指導したことであった。演
奏後の映像を見る限りでは、参加者も、マセ
ダの存在に象徴される、演奏会の正統性に一
定の魅力を感じていたと推測できる。そこに、
「日本初演」という意味や、仁和寺という数



百年の歴史を持つ独特の空間での演奏、とい
う意味も付与された。 
一方、2010 年の演奏会に参加した人々は、

作品の意味や正統性が示されても、それには
あまり反応しなかった。それを受けて、企画
者も、作品の意味や正統性を示すことは、そ
の場にふさわしくないと判断するようにな
った。演奏会場は、マセダと同時代に活躍し
た芸術家や建築家による作品に囲まれてい
たが、演奏会を企画したアーティストたちは、
そうした作家に言及することに対して否定
的であった。 
本研究では、この 1991 年と 2010 年の演奏

会の違いを、大澤(2008, 2009, 2012)が指摘す
る、「第三者の審級の撤退」に伴う現象であ
ると整理した。本研究の文脈に限定して言え
ば、「第三者の審級」は、「権威を権威たらし
める存在」であり、その撤退は、権威が権威
としての力を失うことを意味する。事例を検
討した結果、1991 年の演奏会は、権威が権
威として素直に受け止められていたことが
示唆されるが、これは、「第三者の審級」が
概ねその力を発揮していたという、ある特定
の時代的な背景の元で成立していたと考え
られる。一方、 2010 年の演奏会では、プロ
ジェクト全体を通じて、「権威らしい権威」
と言える存在はほぼ見当たらず、「第三者の
審級の撤退」という社会全体のトレンドの影
響を、避けがたく受けていたと考えられる。 
※本研究の成果は、「主な発表論文等」の欄
の雑誌論文(諏訪, 2015)として発表した。 
 
（研究２：国内における実践研究） 
国内における実践研究として、民俗芸能の

ひとつである奈良県十津川村の盆踊りに注
目し、その継承について検討した。かつて十
津川村では、ほぼ全ての集落に、集落の独自
の踊りがあった(谷村編, 1992)。現在でも継承
されている芸能のうち、一部は、「十津川の
大踊」として国の重要無形民俗文化財に指定
されているが、集落自体の高齢化や人口減少
に伴い、継承のための新たな取り組みが必要
とされる状況にあった。本研究では、国の指
定を受けている３つの集落のうち、あるひと
つの集落の踊りについて、都市部を拠点に
「研究会」を企画し、研究と実践を一体化す
る形で、継承のための活動を進めた。 
この集落の盆踊りには、主たる踊りである

「大踊り」のほかに、舞扇を用いて踊る 30
以上の曲がある。本番は 8 月のある特定の日
で、それに先だって数回の練習がある（ナラ
シと呼ばれる）。「大踊り」は、先祖供養の意
味合いが強く、集落の在住者・出身者を中心
に踊られるため、本研究では、それ以外の約
30 曲の継承について検討した。「大踊り」以
外の曲については、集落の在住者・出身者以
外の外部者も交えて踊ることが、当該集落で
の毎年の慣例となっている。 
十津川村の民俗芸能には、1978 年から、

大阪大学の谷村晃を中心とする音楽学を中

心とした研究者らのグループが関わり(谷村, 
1992)、その谷村らの活動を引き継いだ大阪
市立大学の関係者のグループが、現在も、毎
年 8月の盆踊りの時期を中心に集落内に滞在
している。筆者も、この大阪市立大学のグル
ープに加わる形で、この集落との関わりを持
った。 
筆者は 2012 年の 8 月に初めてこの集落を

訪れ、この集落の独自の盆踊りに出会った。
この時点で、集落外でこの集落の踊りを習得
する場はなかったため、都市部でこの踊りを
習得するための会（上記「研究会」）の開催
を提案した。 
上記の提案は、集落関係者からの理解も得

られ、2012 年 10 月に、「コミュニティと民
俗芸能研究会」として、初回が実施された。
「研究会」は、主に大阪市立大学の施設を使
用し、原則として毎月１回のペースで実施さ
れた。研究会は、大学関係者のみならず、一
般市民からも参加を募ったほか、集落出身者
（この時点では関西圏都市部に在住）を講師
として招き、踊りの指導を仰いだ。「研究会」
は徐々に軌道に乗り、2013 年 8 月の本番ま
でに、10 回の「研究会」を実施することがで
きた。 

2013 年 8 月に集落を訪れた際には、我々
の「研究会」や、その企画者である筆者自身
は、集落の人々に一定の認知がされていた。
また、2013 年 11 月には、この「研究会」か
ら派生する形で、大阪市内の公開の場で、集
落の踊りを披露することができた（筆者自身
も参加）。これは、集落出身者以外の者が、
集落外の公開の場で集落の踊りを披露した
初めてのケースである。また、その様子は、
インターネットの動画共有サイトでも公開
され、これも踊りの継承の観点から、特筆す
べきことと言える。また、本研究の一環とし
て、民俗芸能としての盆踊り関する映像作品
の制作を映像の専門家に依頼し、2015 年 3
月に大阪市内で上映会を行うこともできた。
4 年目を迎えた 2016 年現在も、「研究会」は
存続しており、2016 年夏の本番に向けて、
原則月１回の活動が継続している。 
筆者は、「研究会」が一定の軌道に乗った

ことにより、同集落の民俗芸能の継承に関す
る今後の活動の、一定の基盤を築くことがで
きたと考えている。このことは、この「研究
会」が、十津川村の民俗芸能に関心を寄せる
人たちのコミュニティとして、ある程度、自
律的な活動を行う段階に入ったことを意味
する。これらの活動からは、①文化的共有資
源としての民俗芸能の継承のためには、「コ
ミュニティに関わるためのコミュニティ」、
すなわち、「ローカルなコミュニティに関わ
るための、関心のコミュニティ」を立ち上げ
るというアプローチが一定の有効性を持つ
ということ、また、②本事例は、文化的共有
資源としての民俗芸能を媒介として、村のコ
ミュニティ（集落）と、都市部のコミュニテ
ィ（村に関心を持つ人の集まり）が協働する



実践だと位置づけることができるというこ
との２点が示唆される。 
※本研究の成果の一部は、「主な発表論文等」
の欄の学会発表(諏訪, 2015)として発表した。 
 
（研究３：海外における事例の分析） 
 海外における事例として、バンコク都心部
の社会的不利地域であるナンロンコミュニ
ティ（以下、ナンロンと表記）を取り上げ、
3 年間の実地調査をもとに精査したコミュニ
ティアートの活動プロセスと、その背景を明
らかにすることで、アートを媒介としたコミ
ュニティの再生事例を分析した。 
 ナンロンとは、約一世紀前に水上市場が陸
上に移転したことによって、バンコク初の陸
上市場が誕生したコミュニティである。その
後、映画館が建設され、大衆演劇の劇場や風
俗街などを有する著名な歓楽街へと成長を遂
げたことにより、ナンロンの経済は大きく成
長していった。しかしながら、第二次世界大
戦後、陸路が大きく発達していったことによ
り、未開拓の土地に近代的な市場・商業施設
が次々と建設されていく。そして、ナンロン
はバンコクの娯楽と経済の中心としての地位
を失い、緩やかに衰退の一途を辿り、貧困層
の流入が絶えないコミュニティとなった。 
 それから約30年後、2006年に芸術学を専攻
する学生がコミュニティに介入し、ナンロン
が抱えるスラムの実態に関心を寄せていった。
その後、彼女はスラムの子供を主体としたプ
ロジェクトを継続的に実施し、その行為は多
くの住民と外部者を巻き込んでいく。そして、
2010年には文化資源を活用した大規模なア
ートイベントの開催に成功し、住民の地域ア
イデンティティの向上に寄与するだけでなく、
多くのタイ国民がナンロンにおける文化資源
の社会的価値を再認識する事となった。また、
メディアを通して、社会包摂的手法によって
再生を目指すコミュニティとして社会に広く
認知され、文化資源を活用したコミュニティ
アートのモデルケースにまで成長していった。 
 ナンロンにおけるコミュニティアートと
は、住民のエンパワメントや地域アイデンテ
ィティの再生に貢献しており、その点につい
てはその先駆性からも高く評価できるとこ
ろではあるが、多様性の確保などを目指して
いくことも将来的には求められる。また、ア
ートへのアクセシビリティを高めようと工
夫を凝らすことにより、高い公共性が維持さ
れ、それは結果としてソーシャル・キャピタ
ルの構築へと結びつく。アートは柔軟である
が故に、そのマネジメントが困難であり、継
続性のない実践事例も少なくない。したがっ
て、実践と理論を相互にフィードバックさせ
ながら、アートの役割を常に問い直してゆく
必要があると考えられる。 

※本研究の成果は、「主な発表論文等」の欄
の、Nobuto,H.(2015)として発表した。 
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